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令和６年度決算に基づく健全化判断比率・資金不足比率

令 和 ７年 ９ 月

政策企画部財政課

Ⅰ 健全化判断比率

１．健全化判断比率の状況

令和6年度決算に基づく健全化判断比率は，下記のとおりです。

実質赤字比率及び連結実質赤字比率は，赤字額が生じていないため，「－」で表示しました。

いずれの比率についても，早期健全化基準を大幅に下回っています。

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率の早期健全化基準は，各団体の財政規模に応じて算出されます。

２．健全化判断比率の概要

（１）実質赤字比率 R6:なし （R5:なし） 【早期健全化基準：12.72%】

一般会計等（鹿嶋市においては「一般会計」及び「墓地特別会計」）を対象とした実質赤字額の，標

準財政規模（※）に対する比率で，財政運営の悪化の度合いを示す指標です。

鹿嶋市においては令和5年度に引き続き，令和6年度も赤字額は生じていません。

※「標準財政規模」：税収入や地方譲与税，普通交付税，臨時財政対策債等，毎年度経常的に収入とな

る一般財源の規模（実際の収入ではなく，一定のルールに基づき算出）

（２）連結実質赤字比率 R6:なし （R5:なし） 【早期健全化基準：17.72%】

特別会計を含む全ての会計を対象とした実質赤字額の，標準財政規模に対する比率で，鹿嶋市全体と

しての財政運営の悪化の度合いを示す指標です。

鹿嶋市においては令和5年度に引き続き，令和6年度も赤字額は生じていません。

鹿嶋市 早期健全化基準 財政再生基準

実 質 赤 字 比 率 － 12.72％ 20.00％

連結実質赤字比率 － 17.72％ 30.00％

実質公債費比率 6.9％ 25.00％ 35.00％

将 来 負 担 比 率 37.7％ 350.00％ －
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（３）実質公債費比率 R6:6.9％ （R5:6.5％） 【早期健全化基準：25.00%】

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金（※）の，標準財政規模に対する比率（3か年平

均）で，市の資金繰りの程度を示す指標です。この比率が18％を超えると起債の許可が必要となり，

25％を超えると一部の起債発行が制限されます。

令和6年度の比率は，前年度と比べ0.4ポイント増加しています。単年度の比率では，令和5年度の

7.02％と同様，令和6年度も7.09％となっております。

分母である「標準財政規模」が増（4億9,524万 1千円）となったものの，分子においても「下水道

事業等の公債費の償還の財源に充てられた繰出金等」が増（1,372万 6千円）などとなったことから，

結果として単年度の比率が横ばいとなったものです。なお，単年度でみるとほぼ横ばいとなっておりま

すが，3か年平均で算出するため，令和3年度の6％という値が外れることとなり，結果的に0.4ポイ

ントの増となっております。

・単年度比率 ・R3：6.00%→ R4：6.61%→ R5：7.02%→ R6：7.09%

・標準財政規模 ・R3：15,446,383 ・R4：15,150,872 ・R5：15,280,609 ・R6：15,775,850（千円）

※「準元利償還金」：企業会計や一部事務組合の地方債償還に充てられた，一般会計からの繰出金等

（４）将来負担比率 R6:37.7％ （R5:39.7％） 【早期健全化基準：350.00%】

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債（借入金や将来支払っていく可能性のある負担等の残高）

の，標準財政規模に対する比率で，将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標です。

令和6年度の比率は，前年度と比べ2ポイント減少しました。分母において，「標準財政規模」が増

（4億 9,524万 1千円）となったほか，分子において，「一般会計等の地方債現在高」の減（10億 3,003

万 8千円）などにより，「将来負担額」が減（7億 5,709 万 9千円）となったことが主な要因です。

Ⅱ 資金不足比率

１．資金不足比率の状況

令和6年度決算に基づく資金不足比率は下記のとおりです。

いずれの公営企業においても資金不足は生じておらず，資金不足比率は該当ありません。

（単位：百万円）

会計名
事業規模

（Ａ）

資金不足額

（Ｂ）

資金不足比率

（Ｂ）/（Ａ）
経営健全化基準

水道事業会計 1,695 － － 20％

下水道事業会計 695 － － 20％

農業集落排水事業会計 19 － － 20％

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井

東部土地区画整理事業特別会計
277 － － 20％
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２．資金不足比率の概要

資金不足比率 R6:全会計なし（R5:全会計なし） 【経営健全化基準：20%】

各公営企業の資金不足（実質赤字額に相当するもの）の，事業規模（営業収益の規模）に対する比率

で，経営状態の悪化の度合いを示す指標です。この比率が経営健全化基準（20％）以上になった場合に

は，経営健全化計画を定めなければなりません。

鹿嶋市においては令和5年度に引き続き，令和6年度も全ての公営企業で赤字額は生じていません。

【 参考資料】

１．財政健全化法の概要

平成19年 6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」（財政健全化法）が成立し，こ

れまでの地方財政再建促進特別措置法に代わり，新たな地方財政再建制度が整備されました。

新しい地方財政再建制度の特徴としては，①「早期健全化」と「財政再生」の２段階で財政悪

化をチェックする仕組みとなったこと，②そのための判断指標として新たな財政指標が設けられ

たこと，③指標のいずれかが一定以上になると「財政健全化計画」，「財政再生計画」の策定が義

務づけられたことなどが挙げられます。地方公共団体は，毎年度，『健全化判断比率（実質赤字

比率，連結実質赤字比率，実質公債費比率，将来負担比率)』及び『資金不足比率』を算定し，

監査委員の審査を経て，議会への報告，公表が義務付けされました。

健全化判断比率等の公表は，平成19年度決算から，また，財政健全化計画等の策定の義務付

けは，平成20年度決算から適用となっています。

２．各比率の説明及び算式

（１）健全化判断比率

健全化判断比率とは，①実質赤字比率，②連結実質赤字比率，③実質公債費比率，及び④将来

負担比率の4つの財政指標の総称をいいます。地方公共団体は，この4つの健全化判断比率のい

ずれかが一定基準以上となった場合，財政健全化計画又は財政再生計画を策定し，財政の健全化

を図らなくてはなりません。

健全化判断比率は，財政の早期健全化や再生の必要性を判断するものであるとともに，他団体

と比較することなどにより，当該団体の財政状況を客観的に表す意義を持つものです。

①実質赤字比率

実質赤字比率とは，当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模

（地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもの）に

対する比率であり，地方公共団体の赤字の程度を示し，財政運営の悪化の度合いを示す指標とな

ります。
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②連結実質赤字比率

連結実質赤字比率とは，公営企業会計（地方公共団体が経営する企業の会計）を含む当該地方

公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の，標準財政規模に対する比率です。

全ての会計の赤字・黒字を合算し，地方公共団体としての赤字の程度を指標化し，地方公共団

体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標となります。

③実質公債費比率

実質公債費比率とは，当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金

の標準財政規模を基本とした額（標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を

控除した額）に対する比率です。

借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し，資金繰りの程度を示す指

標ともいえます。

④将来負担比率

将来負担比率とは，地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め，当該地方

公共団体の一般会計等が将来負担すべき負債の，標準財政規模を基本とした額（標準財政規模か

ら元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額）に対する比率です。

地方公共団体の一般会計等の借入金（地方債）や将来払っていく可能性のある負担等の，現時

点での残高を指標化し，将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。

一般会計等の実質赤字額

実質赤字比率 ＝

標準財政規模

「一般会計等」

鹿嶋市においては，一般会計及び墓地特別会計

「標準財政規模」

地方税や地方譲与税，地方交付税等，標準的な状態で通常収入が見込まれる

経常的一般財源の規模を示すもの。

連結実質赤字額

連結実質赤字比率 ＝

標準財政規模

「連結実質赤字額」

全会計の赤字額（資金不足額）が黒字額（資金余剰額）を超える場合の

当該超える額
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（２）資金不足比率

資金不足比率とは，当該地方公共団体の公営企業会計ごとの資金不足額の，事業の規模に対す

る比率です。

公営企業の資金不足を，公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し，経営

状態の悪化の度合いを示す指標ともいえます。

（地方債の元利償還金等）－

実質公債費比率 （特定財源＋元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）

（3か年平均） 標準財政規模－（元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）

「地方債の元利償還金等」

一般会計等の地方債償還だけでなく，一般会計からの繰出金等のうち，企業会計

や一部事務組合の地方債の償還に充てられたものも含んだ元利償還金です。

「特定財源」

地方債の償還に充てられる国庫支出金や使用料など

「元利償還金等に係る基準財政需要額算入額」

地方交付税の算定上，基準財政需要額（合理的かつ妥当な水準で行政を行った場

合の財政需要を算定したもの）に算入される元利償還金等

＝

将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額

将来負担比率 ＝ ＋地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模－（元利償還金等に係る基準財政需要額算入額）

「将来負担額」

一般会計等の地方債現在高，特別会計や一部事務組合の地方債残高に対する一般

会計等からの負担見込額，職員退職手当支給予定額のうち一般会計等の負担見込額，

土地開発公社等の負担見込額等

「充当可能基金額」

将来負担額に充てることができる基金の額

資金の不足額

資金不足比率 ＝

事業の規模

「資金の不足額」

一般会計等の実質赤字額に相当するもの

「事業の規模」

営業活動に伴う収入額
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３．対象会計範囲

会計分類 会計名称 健全化判断比率等

一般会計 一般会計等

（普通会計）

一般会計
実
質
赤
字
比
率

連

結

実

質

赤

字

比

率

実

質

公

債

費

比

率

将

来

負

担

比

率

特別会計 墓地特別会計

公営事業

会計

国民健康保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険特別会計

公営企業

会計

水道事業会計
資

金

不

足

比

率

下水道事業会計

農業集落排水事業会計

鹿嶋市平井東部土地区画

整理事業特別会計

一部事務組合 鹿島地方事務組合

鹿行広域事務組合

茨城県市町村総合事務組合

茨城租税債権管理機構

茨城県後期高齢者医療広域連合

地方独立行政法人 （該当なし）

地方三公社 （該当なし）

第三セクター等 茨城県信用保証協会


